
身 体 障 害 者 手 帳  申 請 の 手 順
1 . 申 請 書 類 を 受 け 取 る

居住地の市区町村の福祉課に行き、「身体障害者手帳交付申請書」と
「身体障害者診断書（ぼうこう・直腸用）」をもらいます。

その際に、診断書を書くことのできる指定医がいる医療機関とその医師名を確認します。

2 . 指 定 医 に 診 断 書 を 作 成 し て も ら う
指定医がいる医療機関に行き、「身体障害者診断書」に記入してもらいます。

3 . 申 請 書 類 を 提 出 す る

4 . 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付

もう一度市区町村の福祉課に行き、必要書類を提出します。

身体障害者手帳が交付されます。

●身体障害者手帳交付申請書
●身体障害者診断書（指定医が記入したもの）

●印鑑
●上半身撮影の写真（縦4cm×横3cm）

●マイナンバー

障害認定審査（約1～2ヵ月）
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